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特許法施行令

第
一
二
条

第
百
八
十
四
条

の
十
二
第
一
項
、

第
百
八
十
四
条

の
十
二
の
二 

日
本
語
特
許
出
願
に
つ
い
て
は
第

百
八
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
手
続
を
し
、
か
つ
、
第
百
九
十
五
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手

数
料
を
納
付
し
た
後
、
外
国
語
特
許
出

願
に
つ
い
て
は
第
百
八
十
四
条
の
四
第

一
項
又
は
第
四
項
及
び
第
百
八
十
四
条

の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
を

し
、
か
つ
、
第
百
九
十
五
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
を
納

付
し
た
後
で
あ
つ
て
国
内
処
理
基
準
時

を
経
過
し
た
後 

第
百
八
十
四
条

の
二
十
第
四
項

に
規
定
す
る
決

定
の
後

第
百
八
十
四
条

の
十
四 

国
内
処
理
基
準
時
の
属
す
る
日
後

第
百
八
十
四
条

の
十
七

日
本
語
特
許
出
願
に
あ
つ
て
は
第

百
八
十
四
条
の
五
第
一
項
、
外
国
語

特
許
出
願
に
あ
つ
て
は
第
百
八
十
四

条
の
四
第
一
項
又
は
第
四
項
及
び
第

百
八
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
手
続
を
し
、
か
つ
、
第
百
九
十
五
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手

数
料
を
納
付
し
た
後

国
内
書
面
提
出
期
間
（
第
百
八
十
四
条

の
四
第
一
項
た
だ
し
書
の
外
国
語
特
許

出
願
に
あ
つ
て
は
、
翻
訳
文
提
出
特
例

期
間
）
の
経
過
後

第
百
八
十
四
条

の
十
二
第
二
項
、

第
百
八
十
四
条

の

十

八
、

第

百
八
十
四
条
の

十
九 

第
百
八
十
四
条
の
四
第
一
項
の
外
国
語

特
許
出
願 

外
国
語
で
さ
れ

た
国
際
出
願

第
百
八
十
四
条

の
十
二
第
二
項 

第
百
八
十
四
条
の
四
第
一
項
の
翻
訳
文 

第
百
八
十
四
条

の
二
十
第
二
項

の
翻
訳
文

第
百
八
十
四
条

の
十
三
、
第
百

八
十
四
条
の
十

五
第
四
項 

第
百
八
十
四
条
の
四
第
一
項
又
は 

第
百
八
十
四
条

の
二
十
第
四
項

に
規
定
す
る
国

際
出
願
日
と
な

つ
た
も
の
と
認

め
ら
れ
る
日
又

は

第
百
八
十
四
条

の
十
五
第
一
項 

並
び
に
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
は 

の
規
定
は

第
百
八
十
四
条

の
十
五
第
三
項 

と
、「
又
は
出
願
公
開
」と
あ
る
の
は「
又

は
千
九
百
七
十
年
六
月
十
九
日
に
ワ
シ

ン
ト
ン
で
作
成
さ
れ
た
特
許
協
力
条
約

第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
国
際
公
開
」

と
す
る 

と
す
る


